
（様式１－３） 

福島県（葛尾村）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成３１年１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 25 事業名 放射能測定事業 事業番号 (3)-23-3

交付団体 葛尾村 事業実施主体（直接/間接） 葛尾村 

総交付対象事業費 （48,376（千円））

64,078（千円）

全体事業費 （93,358（千円））

109,060（千円）

帰還環境整備に関する目標 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放出された放射性物質の影響がある村

内で採取される自家消費野菜・山菜・きのこ・飲料水・土壌等を対象とした放射能検査を身近な場所で実

施し、放射性物質濃度の確認できる体制を整備・維持することにより、村民の食品への安心安全に対する

不安の解消に繋げて、身近に畑のある暮らしへの再生を加速化させることを目標とする。 

事業概要 

村民の多くは、村内で採取される自家消費野菜・山菜・きのこ・飲料水・土壌等に含まれる放射性物質が、

村内での自給自足により魅力のあった暮らしに戻る事への不安を抱いている状況にある。 

そのため、放射能測定器の点検校正を行い整備・維持と、村内の自家消費野菜・山菜・きのこ・飲料水・

土壌等の検体採取や放射能検査を実施し、広報等に掲載することにより、放射性物質濃度の確認を行い、

安心感を醸成する事により、不安の解消に繋げる。 

Ⅰ.放射能測定業務委託 

・村民から持ち込まれる採集された自家消費野菜・山菜・きのこ・飲料水・土壌等の検体受付 

・村内で採取される自家消費野菜・山菜・きのこ・飲料水・土壌等の検体採集 

・検体の放射能測定（準備・検査・記録・清掃等） 

・測定結果の報告等 

・放射能測定器 7 台（簡易放射能測定器 5 台、非破壊式簡易放射能測定機器 1 台、ゲルマニウム半導

体検出器 1台）を使用 

・測定業務従事人数：3名 

・測定業務実施場所：葛尾村放射能検査室 

・測定業務実施日時：平日（8:30～17:15）（お盆期間・年末年始期間を除く） 

Ⅱ.放射能測定機器点検校正業務委託 

・放射能測定器 7台の点検校正 

・簡易放射能測定器 トライアスラー社製 ベクレルファインダー 1 台 

・簡易放射能測定器 アクロバイオ社製 CAPTUS-3000A 2 台 

（消費者庁（国民生活センター）から借用） 

・簡易放射能測定器 日立アロカメディカル社製 CAN-OSP-NAI 2 台 

・非破壊簡易放射能測定器 テクノエックス社製 レギュームライト 1 台 

（福島県から借用） 

・ゲルマニウム半導体検出器 セイコーＥ＆Ｇ社製 1 台 

※葛尾村復興計画 P.38 7）7-1) ②「（不評被害の払拭）農地等のモニタリングを定期的に行い、その結

果を公表することにより、安心して農産物の生産できる体制を整えるとともに風評額の払拭に努める」に

記載 



(4)農林水産物等モニタリング事業 農林水産物の放射能濃度のモニタリングを実施し、安全性の確認を行

い結果を公表する 

※かつらお再生戦略プラン P.19 3)①ウ「放射能対策と、営農再開への気運の醸成」、オ「収穫・自給自足

の魅力ある身近な暮らしづくり」に記載 

○試験栽培の拡大促進による安全性の検証・確認と安心感の醸成 

○身近な畑のある暮らしの再生 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

当面の事業概要 

＜平成３１年度＞ 

・放射能測定業務委託 

葛尾村放射能検査室にて、村内の検体採取・村民から持ち込まれる検体の受付・測定・記録・清掃・報

告等を実施する。 

・放射能測定機器点検校正業務委託 

測定に使用している放射能測定器 7台の点検校正を実施。 

＜平成３２年度以降＞ 

・放射能測定業務の継続 

・放射能測定機器点検校正業務の定期的な実施 

地域の帰還環境整備との関係 

当事業導入により食品への安心安全に対する不安が解消されることで、収穫・自給自足の魅力ある身近な

暮らしづくりへ地域の再生を加速化させる。 

関連する事業の概要 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

福島県（葛尾村）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成３１年１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 42 事業名 葛尾村賃貸事業所整備事業 事業番号 （6）-47- 1 

交付団体 葛尾村 事業実施主体（直接/間接） 葛尾村（直接） 

総交付対象事業費 (5,240(千円)) 

230,141（千円） 

全体事業費  (179,120(千円)) 

230,141（千円） 

帰還環境整備に関する目標 

葛尾村は、平成 28 年 6 月 12 日に帰還困難地域を除き避難指示が解除となり約 2 年半が経過した。昨年７

月には中心街の商店が営業を再開するなど生活環境においては改善の兆しが見えつつある一方で、複数の企

業が村内での再開を断念する状況となっており、結果として十分な雇用環境が確保されず、現状では帰還率

が 2 割にも満たない状況である。新たな雇用の創出と定住人口・交流人口の拡大が急務となる中で、双葉地

域への中間拠点として、賃貸事業所を整備し中小企業へ貸出等を積極的に行い、村の復興に欠かすことので

きない新たな雇用創出等の場として、企業の進出を促し、新たな雇用の創出と定住人口・交流人口の拡大に

よる地域経済の復興及びそれに伴う帰還人口の拡大を目指す。 

事業概要 

 賃貸事業所を整備することにより、中小企業はすぐに事業を進めることができるメリットがあるため、そ

の進出を促進し、新たな雇用創出と定住人口等の拡大による地域経済の復興を促進する。また、産業の集積

を図ることで、事業者同士の相乗効果が得られ、新たな産業の創出も促すものである。なお、本賃貸事業所

は整備予定の葛尾村産業団地内に設置する。 

【復興計画】 

 Ｐ40 新たな社会にふさわしい産業の育成と雇用の創出 

 (5)新たな企業誘致と既存企業への補助の実施 

   新たな企業誘致を進め、雇用の拡大と若者にとって魅力あるまちづくりを目指す。 

(6)テレワークによる産業推進 

  魅力あるサテライトオフィスなどの環境を企業に提供し、先進的な企業誘致を行い、 

  村民の雇用促進を図る。 

当面の事業概要 

 賃貸事業所整備事業 

設計費 5,240 千円 平成３０年度（第２２回申請） 

本体工事 224,901 千円 鉄骨造２階建て 平成３１年度（第２４回申請） 

賃貸事業所（６事業所入所可）  

地域の帰還環境整備との関係 

 平成 28 年 6 月 12 日に帰還困難地域を除き避難指示が解除されたが、村では雇用の場が少ないために、住

民帰還が進んでおらず、村の基幹産業である農業や畜産業も事業再開が遅れているという悪循環に陥ってい

る。商工業の事業再開を推進し、生活環境基盤の構築と新たなまちづくりを推進するためには、雇用の創出

が喫緊の課題である。産業団地や賃貸事務所の整備を行うことで、避難者の帰還促進、帰還した住民の生活

確保、隣接町村避難者の定住促進を促し、地域再生を進めていく。 



関連する事業の概要 

＜平成 29 年度＞ 

産業団地等測量設計（第１７回申請） 

＜平成 30 年度＞ 

 産業団地造成工事（第２０回申請基金型）        

賃貸事業所整備設計（第２２回申請） 

＜平成 31 年度＞ 

産業団地造成工事（第２０回申請基金型） 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 


